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 天理市保育の利用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年３月31日 

                       天理市長 並 河  健 

天理市規則第12号 

   天理市保育の利用に関する規則の一部を改正する規則 

 天理市保育の利用に関する規則（平成27年３月天理市規則第６号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条中「子どものための教育・保育給付認定（変更）申請書兼保育施設 

・事業利用申請書（様式第１号。以下「申請書」という｡)」を「子どものため

の教育・保育給付認定（変更）申請書（様式第１号）又は子どものための教 

育・保育給付認定（変更）申請書兼保育施設・事業利用申請書（様式第１号の

２）（以下これらを「申請書」という｡)」に改める。 

 第７条第１項中「延長保育料の額」を「延長保育料並びに特定保育施設（天

理市立保育所を除く｡)の延長保育料の額」に改める。 

 別表第１中「（第７条関係）」を「（第６条関係）」に改め、同表備考第５

項中「Ｂ階層と」を「Ｃ１階層に」に、「当該階層の保育料を無料とし、保護

者等の属する世帯の階層がＣ１階層からＣ５階層までに認定された世帯であっ

ても、次に掲げる世帯である場合には、」を「保育標準時間及び保育短時間の

保育料を5,500円とし、Ｃ２階層に認定された世帯であっても、保育標準時間

の保育料を7,550円、保育短時間の保育料を7,450円とし、Ｃ３階層からＣ５

階層までに認定された世帯であっても、保育標準時間及び保育短時間の」に改

め、同表備考第６項中「Ｃ１」を「Ｃ１階層」に改め、「同一世帯」の次に 

「（前項に規定するＣ１階層からＣ５階層までに認定された世帯を除く｡)」を

加え、「（前項の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額）」を削り、

同表備考第７項を次のように改める。 

７ 前項の規定にかかわらず、Ｃ１階層からＣ３階層までにおける同一世帯  

（第５項に規定するＣ１階層からＣ３階層までに認定された世帯を除く｡)に

おいて、特定被監護者等が２人以上いる場合におけるこの表の適用について

は、当該特定被監護者等のうち最年長の子どもから順に２人目はこの表の保
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育料の欄に掲げる額の半額、３人目以降については無料とする。 

 別表第１備考に次の１項を加える。 

８ 第５項に規定するＣ１階層からＣ５階層までにおける同一世帯において、 

 特定被監護者等が２人以上いる場合は、当該特定被監護者等のうち最年長の

子どもから順に２人目以降については無料とする。 

 様式第１号を様式第１号の２とし、様式第１号として次の１様式を加える。 
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様式第１号（第２条関係） 

 

 



- 4 - 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、改正後の別表第１備

考の規定は公布の日から施行し、令和元年10月１日から適用する。 


